
ヒ ト　～ 人材を活かした行政経営 ～

Ⅰ．市民との協働による行政経営

Ⅱ．組織管理とガバナンスの推進

ヒト モノ カネ 情報

―　8　―



実施計画の見直し

これまでの
取組内容

平成21年7月に「市民参画及び協働によるまちづくり条例」を施行し本条例にお
いても、市民が主役の市政を推進するために、市民、ＮＰＯ(※17)、企業、学校な
ど地域における様々な主体が、参画と協働という考え方を中心にして、ともにま
ちづくりを進めていく必要性を明確に示した。
また、本条例に基づく「市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」及び「市
民参画及び協働によるまちづくり条例の解説書」を平成22年12月に策定した。

課題
策定した計画は、各事業の担当課だけでなく、全職員に周知し、市民参画と協働
による事業の必要性と、協働に対する意識の向上を図るとともに、今後の実施計
画の充実をめざす必要がある。

1 項目名 市民参画と協働によるまちづくりを進めるための体制づくり

2 項目名 地域コミュニティ(※18)の形成に向けた取組

取組内容・目標

本市の協働事業を総合的・計画的に推進するためにまとめた「奈
良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」に基づき、協
働事業の進捗管理を行う。これにより、市民参画と協働による取
組を増やし、効果的・効率的な市政運営につなげていく。

年度計画

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

実施計画
の見直し

実施計画
の見直し

実施計画
の見直し

推進計画の見直し 実施計画
の見直し

統括課 協働推進課 関係課

26年度

取組内容・目標

地域には、地区自治連合会、子ども会、青年団、消防団などの地
縁型組織と、ＮＰＯ、スポーツ協会などのテーマ型組織があるた
め、これらが連携した（仮称）まちづくり協議会の設置を促し、
地域におけるまちづくり、地域課題を解決するための組織づくり
支援を行っていく。

統括課 地域活動推進課 関係課 協働推進課

27年度

検　討 検　討
モデル地区の選定

実　施
検　討

年度計画

23年度 24年度 25年度

実施計画名： 市民参画及び協働によるまちづくりの推進

市民参画及び協働によるまちづくり推進計画
市民参画及び協働による

まちづくり推進計画
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ボランティアセンターについては、指定管理者制度により運営を行っており、定
例の「ボランティア代表者会議」の進め方について、指定管理者と担当課、そし
てボランティアグループ代表者とが協議しながら改善を加え、同センター登録団
体同士の情報交換・交流をさらに図ることができる場となってきている。
「奈良市男女共同参画推進条例」に基づき市民との協働で実施する市民共催事業
「あすなら市民講座」を実施、また「あすならフェスティバル」を実施すること
で関係団体とのネットワークを充実させてきた。

これまでの
取組内容

機能の充実

課題

◆既存のボランティアセンターと、平成23年4月にオープンしたボランティアイ
ンフォメーションセンターとは、機能分化を行い、お互いの専門性を特化させな
がらも、連携した運営を行う必要がある。
◆市民公益活動の活性化を図るために、市民公益活動団体への資金的な支援など
について検討を行う必要がある。
◆男女共同参画センターの移転により、施設がコンパクトになり、事業の手法を
検討する必要がある。

1 項目名

24年度

市民公益活動の活性化

本市のボランティア活動の拠点施設である「奈良市ボランティア
センター」及び市民公益活動の契機を創造する場としてボラン
ティア等の情報の収集発信・相談窓口・地域での教育支援活動に
おけるリーダーなどの人材育成などを行う「奈良市ボランティア
インフォメーションセンター」の機能を充実させていくことによ
り、市民公益活動の活性化を図る。

23年度 27年度25年度 26年度

年度計画

関係課

取組内容・目標

指定管理者の公募

機能の充実

統括課 協働推進課

指定管理者の公募

実施計画名： 市民参画の促進

ボランティアインフォメーションセンターの運営

指定管理者によるボラン

ティアセンターの運営 指定管理者によるボランティアセンターの運営
指定管理者による

ボランティアセンターの運営
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統括課 協働推進課 関係課

年度計画

23年度 24年度 25年度 26年度

23年度 24年度 25年度 26年度

2 項目名 市民公益活動に対する支援のあり方の検討

取組内容・目標
市民公益活動の活性化を図るために、市民公益活動団体への資金
的な支援などについて検討を行う。

検　　討

方針決定
支　援 支　援 支　援 支　援

3

27年度

27年度

項目名
団体のネットワーク化をはかり、男女共同参画施策の浸透をめざ
す

取組内容・目標

場所を移転し新たにオープンした男女共同参画センターを、「全
国都市会議」や「あすならフェスティバル」を経験した女性団体
が、拠点施設として活動し、団体相互の情報交換が進み、セン
ターが核となって団体のネットワーク化をはかり、男女共同参画
施策の浸透をめざす。

年度計画

統括課 男女共同参画課 関係課
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資料①

平成21年7月に「市民参画及び協働によるまちづくり条例」を施行し本条例にお
いても、市民が主役の市政を推進するために、市民、ＮＰＯ、企業、学校など地
域における様々な主体が、参画と協働という考え方を中心にして、ともにまちづ
くりを進めていく必要性を明確に示した。
また、本条例に基づく「市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」及び「市
民参画及び協働によるまちづくり条例解説書」を平成22年12月に策定した。

これまでの
取組内容

2

項目名

24年度

協働に対する意識の向上

協働に対する意識向上を図るために、市職員及び市民を対象とし
た「協働のための研修」を実施することにより、市民の公益的な
活動への関心を惹き起こすとともに、協働に対する意識の向上を
図り、市民参画と協働による取組を増やし、効果的・効率的な市
政運営につなげていく。

課題
協働事業を総合的・計画的に推進するために「奈良市市民参画及び協働によるま
ちづくり推進計画」を平成22年12月に策定したことから、本計画に基づき、市民
参画と協働による取組の増加を推進していく必要がある。

統括課

関係課

年度計画

23年度

項目名 市民企画事業（女性団体との共催事業）実施増

取組内容・目標

統括課 男女共同参画課

24年度 25年度

３団体 ３団体 ４団体 ４団体

27年度

1

27年度

取組内容・目標

年度計画

26年度

企画・実施 企画・実施

25年度23年度

26年度

女性団体との共催講座「あすなら市民講座」は回数を重ねてお
り、容易に開催できるように成長している団体もあるため、さら
に実施団体の数を増やしお互いをサポートし合えるよう取り組
む。
（※22年度　2団体延4回実施）

５団体

企画・実施 企画・実施 企画・実施

協働推進課 関係課

実施計画名： 協働の促進

あすなら市民講座の実施
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女性の自立や男女共同参画に関する活動をしている市内の女性団体から市民のニーズ
に即したより良い効果を生むための事業の企画案を募集し、男女共同参画課との共催
で実施する事業

【資料①】あすなら市民講座

【共催支援の内容】

1.会場の提供（男女共同参画センター）

2.附帯設備使用料の全額

3.事業広報の支援として、「しみんだより」及び市ホームページ

への掲載、市関係施設へのチラシ・ポスターの送付、報道機関

への広報などを行う。
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資料②

統括課

2

行政経営課

取組内容・目標
人口構造や地域社会の変化などにより生じる新たな行政課題や市
民ニーズに即応した施策を迅速に実施できる機動的な組織体制を
確立する。

資料①

統括課 行政経営課

27年度

継続実施

関係課

年度計画

23年度

継続実施

24年度 25年度 26年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組内容・目標

年度計画

項目名 新たな行政課題に対応できる体制づくり

23年度 27年度25年度 26年度

関係課

これまでの
取組内容

政策の効率的な推進を図るとともに、市民が求める行政サービスに体系的に応じ
ることのできる組織体制を構築するために組織再編を行ってきた。
平成23年4月からは、子ども未来部及び総合政策部を新設したことにより、少子
化対策や全庁的な政策の効率的な推進と総合調整機能の強化を図るための指揮系
統を統一できた。

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

課題

これまでの取組の効果や市民ニーズの変化などを見極めながら、戦略的な組織・
機構を構築し、行政課題に柔軟かつ積極的に対応していく必要がある。
また、社会経済状況の変化による新たな行政課題に迅速に対応できる機動的な組
織体制を整備する必要もあるが、短いサイクルで組織再編を行うことにより、市
民はもとより組織内部に対しても混乱を招く可能性があることから、バランスよ
く整備していく必要がある。

1 簡素で効率的な組織の再編

団塊の世代の職員の定年による大量退職や早期退職者の増加に伴
う職員構成の大きな変化が起こっている一方、市民ニーズの多様
化や地方分権の影響により、複雑多様化する業務に少数の職員で
挑まなければならない現状があることから、指揮系統の統一化を
図るなど、簡素で効率的な組織をめざす。

資料①

資料②

項目名

24年度

実施計画名： 効率的な組織再編の実施
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平成23年4月、少子化や核家族化が進み、子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化するなか、安心して子育てできる環境の
整備が一層必要となっていることから、子育て支援やひとり親家庭に関連する事務、保育所と幼稚園の連携を進める事務な
ど、特に就学前の子どもに関する事務について、総合的に対応できる体制を整えるため、子ども未来部を創設した。

監 査 委 員 監 査 委 員 事 務 局

農 業 委 員 会 農 業 委 員 会 事 務 局

固定資産評価審査委員会

議　　会 議 会 事 務 局

公 平 委 員 会 公 平 委 員 会 事 務 局

観 光 経 済 部

都 市 整 備 部

建 設 部

会 計 管 理 者

水道事業管理者 水 道 局

消 防 局

教 育 委 員 会 教 育 委 員 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会 選挙管理委員会事務局

環 境 部

市　　長 副 　市　 長 総 合 政 策 部

総 務 部

市 民 生 活 部

市 民 活 動 部

保 健 福 祉 部

子 ど も 未 来 部

保 健 所

【資料②】今後の組織再編イメージ

【資料①】市の組織(平成23年7月1日現在)

☆組織再編例☆ ～就学前の子どもに関する事務～

【平成23年3月までは、各部署がそれぞれに担当】

【保健所の事務の一部】

乳児家庭全戸訪問事業など

【保健福祉部の事務の一部】

子育て支援・保育所など
【教育委員会の事務の一部】

幼稚園の適正配置など

【平成23年4月からは、担当部署がひとつに！】

① 就学前の子どもに関する手続きの窓口がよ

り分かりやすく便利に

② 子育ての相談等に対し、より円滑、迅速な

対応が可能に

③ 幼稚園・保育所の連携と保育所の待機児童

解消など少子化対策を促進

子ども

未来部
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これまでの
取組内容

定員適正化計画(平成18年度～22年度)を策定し、職員数の削減に取り組んだ結
果、平成22年4月1日時点の目標値であった180人の削減については、大幅に超え
る288人の削減となった（職員数3,066人）。
さらに、平成23年4月1日時点では、職員数は3,012人体制となっている。
各種研修への派遣や自己申告制度の実施は、女性職員の意欲向上・スキルアップ
の一助となった。

課題

ごみ関連業務・保育所・幼稚園等の大部分を市直営で行っていることから、他の
中核市と比較すると人口千人当たりの職員数の数値は依然として高い状況であ
る。
また、将来の職員構成比率を考える上で、各世代構成、職階構成にバランスを欠
くような状態とならないよう、単年度の削減目標を追うばかりではなく、新規採
用においても、将来構成を考慮して計画的に行う必要がある。

1 項目名 中長期的な採用計画の策定と実施

資料①

年度計画

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

取組内容・目標
新たな定員適正化計画（平成23年度から5年間）に基づく採用計画
により平成28年度当初との比較で96人の職員削減を図るととも
に、さらに5年間の中長期的な採用計画を策定する。

定員適正化
計画の策定

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

2 項目名 女性管理職の登用拡大

取組内容・目標
性による職場の固定化を排する一方、派遣研修などにより女性職
員のスキルアップを図り、意欲と能力のある女性職員を適切なポ
ストに配置する施策を継続的に推進する。

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

23年度 24年度 25年度 26年度

人事課 関係課

27年度

統括課 人事課 関係課

年度計画

統括課

実施計画名： 人事管理の適正化
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3 項目名 給与制度その他職員の勤務条件の見直し

取組内容・目標

業務の性格や内容を踏まえつつ、特殊勤務手当(※19)等の諸手当など
給与制度、勤務体制、その他の職員の勤務条件について精査し、
市民の理解を得られるよう早期に必要な改善を行うとともに、そ
の後も継続的に点検見直しを行う。

年度計画

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

点検
見直し

点検
見直し

点検
見直し

点検
見直し

点検
見直し

統括課 人事課 関係課

4 項目名 人材を活かした効果的な職員配置

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

職員の効果的な配置

統括課 人事課

総点検
の実施

新たな取組
の検討

実施

関係課

取組内容・目標

公共サービスの担い手の適正化を図るため、民間委託等を積極的
に進めていくことで、その職務の業務量が減り、現行の職種制度
では人材の有効活用の妨げとなることが懸念される。
そこで、専門的な知識、技術や豊かな経験を必要とする業務につ
いては、再任用職員や嘱託職員等を積極的に活用するとともに、
人材を活かした効果的な職員配置を図っていく。

年度計画
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区分
H23年
4月1日

H24年
4月1日

H26年
4月1日

H27年
4月1日

H28年
4月1日

計画期間計

減員数 △ 15 △ 15 △ 28 △ 14 △ 24 △ 96

職員数 3,012 2,997 2,982 2,954 2,940

H25年
4月1日

2,916

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

（単位：人）

【資料①】全職員数の推移・目標値(各年度4月1日現在)

【H7.4.1】

3,691人

【H17.4.1】 3,354人

都祁、月ヶ瀬村との

合併による増加

【H28.4.1】

2,916人目標

【H23.4.1】 3,012人

実績 目標
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これまでの
取組内容

これからの自治体職員に求められる能力の養成を目的として、平成22年度より職
員養成塾を実施してきた。職員養成塾では、平日の夜間や休日等を利用して、学
識経験者や他の自治体職員、各分野のリーダー等を招き、自主参加型の勉強会を
行った。
また、現行の年功序列の人事管理を改め、職員の能力・業績を活かし、より高い
成果を上げるために公正かつ納得性の高い、目標管理を基礎とした人事評価制度
を導入するため、平成22年度には、人事評価制度構築に向けて、年次計画を策定
した。

2

項目名

24年度

課題

限られた予算や職員数の減少という環境のもと、成果や業績を上げていくため
に、職員個々の能力を高めるとともに、組織運営力のより一層の向上が必要とな
る。
そのために、職員のやる気や専門性、また組織力を高めるための研修を実施する
とともに、職員の能力や業績を公正に評価し、活かしていくための仕組みが必要
となる。

統括課

1

継続実施 継続実施

職員研修の充実

取組内容・目標

年度計画

職員養成塾実施
職員養成塾実施
研修体系見直し

関係課

年度計画

23年度

項目名

主幹級以下の
職員で試行

取組内容・目標
年功序列の人事管理を改め、職員の能力・業績を生かし、より高
い成果を上げるために公正かつ納得性の高い、目標管理による実
績評価と能力評価を軸とした人事評価制度を導入する。

統括課 人事課

24年度 25年度 26年度

本格実施
及び検証

本格実施
及び検証

制度設計
（課長級以上）
被評価者研修

継続実施

高い専門性と使命感を持ち主体的に行動する職員像等、これから
の自治体職員に求められる能力の養成を目的として、職員養成塾
を継続実施する。
研修体系全般を見直し、組織としてのチーム力を向上させるため
の研修体制を整備する等、職員研修を充実させる。

23年度 27年度25年度 26年度

制度設計
（主幹級以下）
課長級以上で試行

関係課

27年度

人事評価制度の導入

人事課

実施計画名： 職員の意識改革
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システムの検証・改善

統括課 ガバナンス推進課

24年度 25年度 26年度

関係課

年度計画

23年度 27年度

これまでの
取組内容

法令遵守監察監を設置し、職員の法令遵守の推進及び職員に対する不当要求行為
等への対応について、職員の相談に応じるとともに指導・助言を行ってきた。ま
た、要望等記録制度を実施し、市政の透明性確保に努めてきた。

チェック体制の確立 確立した体制に基づくチェック

2

項目名

24年度

課題

25年度 26年度

項目名 第三者機関によるチェック体制の確立

取組内容・目標

資料①

平成22年度に設置された入札制度等改革検討委員会と土地開発公社経営検討委員
会がそれぞれ平成23年3月に出した報告書の中で、本市の業務執行上の問題が指
摘された。これを受けて、本市の行政組織が適法かつ公正に機能し、運営されて
いるかについて、リスク（チェック機能の不全、制度の硬直化、ルールの形骸化
など）が存在しないかを検証し、それらのリスクの事前回避または低減を図るこ
とへの取組が必要となっている。

統括課 ガバナンス推進課

1 内部統制システム(※20)の整備

資料①

内部統制を整備し、法令等の遵守と行政の効率性を図るために
は、その整備と運用が、独立した第三者からのチェックを経た正
当なものでなければならない。よって、内部統制の体制整備の一
環として、第三者機関によるチェック体制を早期に確立する。

関係課

取組内容・目標

年度計画

「旧来の慣習」や「前例踏襲」がもたらすリスクを事前回避また
は低減し、業務の公正と効率性・円滑性に対する市民の信頼を確
保することを目的として、内部統制システムを整備し、業務の不
正や効率性の点検・検証と是正によってガバナンス(※21)を強化して
いく。

23年度 27年度

内部統制システムの整備

実施計画名： 市民に信頼される市役所の実現
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情報公開

　組織や共同体が自らを健全に統治することをいい、法令等を遵守し、円滑に業務を進
めるメカニズムを組織の中に確立することをいう。

業務目的が公正かつ円滑に達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み
込まれ、組織内のあらゆる者によって遂行される工程のシステムをいう。

ガバナンス
強化に向け
ての取組

マニフェスト

行政サービス

情報公開、発

信 等

市 民

市議会

行 政
市長

各部局

外部監査
外部有識者

による委員会

内部統制シス
テムの整備

市長選挙

市民参画

納税 等マニフェスト

民意吸収

情報提供 等

議員選挙

市民参画

民意反映 等

政策立案

監視 等

情報公開

報告 等

第三者機関に
よるチェック体
制の確立

ガバナンス

内部統制システム

【資料①】本市のめざすガバナンス体制
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